
　１．はじめに

　効果的な交通安全対策を策定するためには、ドラ

イバーの運転行動に対する理解が不可欠である。な

かでも、事故の危険に直面しているドライバーがと

る「危険回避行動」は事故の発生に関与する支配的

な要因の一つである。しかし、交通事故リスクに関

する認識の形成やドライバー間での認識のずれ、さ

らにはドライバーを取り巻く種々の環境が危険回避

行動にどのような影響を及ぼしているかということ

については研究の蓄積が十分になされていないのが

現状である。このため、危険回避行動を規定する要

因やその形成構造に関する検討とともに、ドライバ

ーを取り巻く走行環境や走行経験ならびに交通ルー

ル等がドライバーの危険回避行動に及ぼす影響と事

故への関与のメカニズムの分析が重要な課題となっ
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　ドライバーを取り巻く走行環境や走行経験、交通ルール等がドライバーの危険回避行動

に及ぼす影響メカニズムについては未解明な点が多い。本研究では、ロータリーを対象と

して進入車と周回車が遭遇した際の危険回避行動モデルを構築し、交通ルールがドライバ

ーの運転行動に及ぼす影響を分析した。その際、交通ルールに関して異なる認識を有する

二種類のドライバーが混在していると考え、不完備情報下の二人非協力ゲームとしてモデ

ル化を行った。また、他車との遭遇経験を介してタイプ別構成比率に関する主観確率とル

ール認識を更新するプロセスを組み込んだシミュレーションモデルを用いてルール認識と

危険回避行動の変化の様相を分析し、交通安全施策の効果を検討した。
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ている。

　ドライバーの危険回避行動はドライバーの危険認

識に大きく依存している。しかしながら、その形成

メカニズムには不明な点が多く、十分な説明がなさ

れていないのが現状である。そこで本研究では、所

与の危険認識の下でドライバーがとる危険回避行動

の選択構造を明らかにするとともに、危険認識の形

成メカニズムをモデル化することにより、危険認識

に影響を及ぼす諸要因が危険認識の形成を通じて危

険回避行動にどのような影響を及ぼすかを検討する。

具体的には、ゲーム理論に基づく行動モデルを組み

込んだシミュレーションモデルを用いて、

�成り行きに任せた場合にドライバーの認識と危険

回避行動はどのように推移していくのか

�その結果もたらされる状況は社会的に望ましいも

のなのか

�望ましくない場合にどのような施策を行えば改善

することが可能なのか

について検討する。

　分析の対象として、ロータリー（ｒｏｕｎｄａｂｏｕｔ）に

おけるドライバーの危険回避行動とそれを規定する

ルール認識を取り上げる。わが国ではロータリーが

あまり普及しておらず特別の交通ルールが定められ

ていないこともあって、ロータリーの優先通行権に

関する認識が必ずしも全てのドライバー間で共通で

ない。各ドライバーは走行経験に基づいて認識する

ルールとその時々の交通状況に基づき危険回避行動

を選択していると考えられ、また、ドライバーのル

ール認識はロータリーを走行する際の経験（予期せ

ぬニアミスや譲り合いの発生）によって時間的にも

変化していく。そこで、このような状況を表現する

マイクロシミュレーションモデルを構築する。この

モデルを用いてドライバーの危険認識と交通状態の

動的な推移を分析することにより、ドライバー教育

や交通キャンペーンといった交通安全施策の効果分

析を行うための枠組みを提案する。

　以下第２章ではロータリーの特性とわが国におけ

るロータリーでの交通ルールの認識に関する実態を

紹介し、第３章ではルール認識に関する主観確率が

所与の場合のロータリーにおけるドライバーの行動

をモデル化する。次いで第４章ではルール認識に関

するドライバーの学習モデルを内包したマイクロシ

ミュレーションモデルを構築し、それを用いて第５

章で交通安全政策がルール認識の変化を通じて事故

危険の現象にどのような効果を及ぼすかを検討する。

第６章では得られた成果を整理し、今後の交通安全

対策に関する若干の提言を行う。

　２．ロータリーの特性と交通ルール認識

　ロータリーは無信号交差点の一種であり、一般的

にFig.1のような形をしている。ロータリーの中心

には円形ないし楕円形の島があり、進入した車両は

この島を中心に交通ルールで定められた方向に周回

し流出してゆく。信号が設置されていないため安全

かつ円滑な通行がなされるよう、通常は周回路また

は進入路の一方に優先権を与えている。非優先側の

道路には通常一時停止の標識を設置せず、他方から

の車両が走行していても安全に走行できる場所では

一時停止による待ちが少なくなるよう配慮されてい

る。

　道路のロータリーは通常の交差点に比べて交通量

の小さい領域での停止による待ちが少なく、かつ構

造特性上車両が進入時に周回車両を確認するという

特長を有しているため、近年世界的に再評価される

傾向にある。

　欧米の多くの国では、進入車に対する周回車・流

出車の通行優先権が設定されておりドライバーもそ

れを認識し走行しているので、上述の安全性と処理

能力の両面における利点が発揮されており、比較的

ロータリーが多用されている。それに対し日本では

数が少ないこともあって特段の交通ルールが定めら

れておらず、一般的な交通ルール（左方優先）が適

用されている。つまり、進入車優先となっているが、

数がきわめて少ないためにドライバーの多くが明確
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Fig.1　ロータリーの形状と交錯点



な優先権を認識しておらず、互いに見合って停止し

てしまったり減速せず衝突しそうになって急ブレー

キを踏むといった状況がかなり発生している。その

ため、ロータリーが多用されている国々で高い機能

を発揮しているという事実のみから直ちに導入を図

ろうとしてもロータリーの機能がしかるべく発揮さ

れると考えてよいかどうかは疑問である。

　２－１　ロータリーの交通ルールに関する認識

　ロータリーの通行方法に関するアンケート調査結

果と鳥取市内のロータリーにおいて実施したビデオ

観測調査結果から、わが国のドライバーがロータリ

ーの交通ルールに関してどのような認識を有してい

るのかを推計した。

　まず、ロータリーにおける交通ルールの認識の程

度とその内容に関するアンケート調査を行った。調

査対象は鳥取大学工学部社会開発システム工学科３

年生である。アンケート内容をTable 1、その結果

をTable 2に示す。

　質問項目４と質問項目５に対し、ロータリーにお

ける交通ルールを進入車優先と回答した者、すなわ

ちロータリーにおける交通ルールを正確に認識して

いる者は６３名中わずか５名（７．９％）であり、残り

の５８名（９２．１％）は周回車・流出車優先や状況によ

ると回答した。ロータリーは危険であると感じてい

る者が多いが、交通ルールを正確に認識している者

は１０％にも満たないことがこのアンケート結果から

わかる。ただし、これは実際に走行していた者に対

するアンケートではないので、ロータリーを通行し

たドライバーの認識とは必ずしも一致していない可

能性がある。

　そこで、鳥取市内の通称瓦町ロータリーにおける

遭遇時の危険回避行動をビデオ観測し（平成１０年１１

月２５日実施）、推計を試みた。遭遇の定義は「合流

部において進入車と周回車がこのままの速度で走行

すると衝突する状態」である。ＴＴＣ（Ｔｉｍｅ ｔｏ Ｃｏｌｌｉ-

ｓｉｏｎ，車間距離／相対速度）などによる判定基準を

設けて遭遇のデータ収集を行うことができるが、あ

る観測者がこのままの速度でお互いが走行すれば危

険な状態になると感じる時は他の観測者もほぼ同じ

ように感じることが観測経験からわかっており、そ

のような状況ではドライバーも概ね危険を感じてい

ると推察される。そこで本研究ではビデオテープよ

り明らかに遭遇状態であると分析者が判断したケー

スのみを抽出し、データを収集した。遭遇時におけ

るドライバーの行動は「進行する」か「避譲する」

であり、双方のドライバーの行動の組み合わせごと

に発生頻度をカウントした。

　結果をTable 3に示す。ここに、���は両ドライバ

ーが進行（�）した事象（ただし、実際には衝突し

ておらず危険な状態になった回数）、���は両ドライ

バーが避譲（�）した事象、���は進入側が進行（�）

し周回側ドライバーが避譲（�）した事象、���は進

入側ドライバーが避譲（�）し周回側ドライバーが進

行（�）した事象である。また、��は遭遇の総発生

回数（��＝���＋���＋���＋���）である。

　進入車優先と認識しているドライバーの比率�は

次式で与えられる（推計方法の詳細については文献

１を参照されたい）。

�

　Table 3から求めたπ���、π���、

�

　　√1－4πGG － √1－4πSS

P＜───────────
　　　　　　   2

　　   nGG　　 7
πGG＝ ── ＝ ── 　　　　　　
　　    nE　    113
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１．あなたは免許を持っていますか？
　　①はい　②いいえ
２．あなたは鳥取で車を運転しますか？
　　①はい　②いいえ
３．鳥取市内に瓦町ロータリーというロータリーがありま

す。あなたはこのロータリーを車を運転して通ったこ
とがありますか？

　　①はい　②いいえ
４．一時停止の標識がない道路からこのロータリーに進入

する時、周回路を走行するほかの車と衝突する可能性
があります。図のＡ、Ｂどちらに優先権があると思い
ますか？

　　①Ａ　②Ｂ　③状況による
５．優先権の有無を決めているものがあると思いますか？
　　①交通ルール　②慣習　③その他（具体的に）　④ない
６．このロータリーはほかの交差点と比べて安全だと思い

ますか、危険だと思いますか？
　　①危険である　②変わらない　③安全である
７．そう思う理由を書いてください。
　　［理由］

Table 1　アンケートの質問項目 Table 2　アンケート結果（項目４と５に関して）

計状況による周回車両進入車両項目４
項目５

２７３１９５交通ルール
２１３１８０慣習
３０３０その他
１２４８０なし
６３１０４８５計

Table 3　ビデオ観測結果

��������������事象

１１３７１８４４４４発生回数



�

を代入すると、�＜＿ ０．１３２となり、進入車優先と認

識しているドライバーの比率は高々数１０％と推定さ

れる。アンケート調査から得られた値（７．９％）と

も勘案すると、わが国（鳥取市）のドライバーが進

入車優先と認識している確率は概ね１０％程度に過ぎ

ないといえる。

　３．ロータリーにおける危険回避行動のモデル化

　３－１　モデル構築の基本的考え方

　ロータリーの処理能力や安全性に関する調査研究

は精力的に行われてきている２，３）。しかし、これら

の調査研究はいずれもロータリーを走行する全ての

ドライバーが交通ルールを認識している、またはド

ライバーが交通ルールどおりに走行することを前提

としている。

　そこで本研究では、ドライバーが認識している交

通ルールが必ずしも同じでない状況を想定して運転

行動モデルを構築し、交通ルール認識の不一致が運

転行動に及ぼす影響を明らかにする。具体的には、

進入車が優先するとの認識をもつドライバーと周回

車が優先するとの認識をもつドライバーが混在する

状況下で、進入車と周回車がロータリー入口で遭遇

する際、お互い自分にとって最良の結果を得られる

ように意思決定を行い行動した時に何が起こるかを

検討する。ここで注意すべきは、最良の結果をもた

らす行動が相手ドライバーがとる行動に依存してい

るという点である。すなわち“互いに相手のとる行

動を予測して自分の行動を決定しなければならない”

相互依存的状況が生じているのである。このような

状況下でそれぞれのドライバーが結局どのような行

動に落ち着くかを分析するにはゲーム理論が有用で

ある。そこで本研究では，ゲーム理論的観点からド

ライバーの運転行動のモデル化を行う。

　進入車は周回路に合流するために減速するので、

以下では進入車が周回車の走行速度より低速で進入

する場合を考える。これら進入車と周回車との速度

の関係はロータリーの形状により左右されると考え

られ、進入車が周回車の走行速度より高速で進入す

る場合へのモデルの変更も可能である。ロータリー

において危険な場面や混雑の発生が予想されるとこ

ろはFig.1のａ～ｄで示すような進入車と周回車・流

出車の遭遇する合流点である。本研究では進入車線

　　   nSS　　 18
πSS ＝ ── ＝ ── 　　　　　　
　　   nE　    113

が１車線、周回車線が１車線のロータリーにおいて

進入車と周回車の合流部における「遭遇」を考える。

前述したように、遭遇とは進入車が交差点に進入し

た時に将来そのままの速度では周回車と衝突する状

態のことをいう。遭遇状態下ではドライバーは互い

に相手の行動により自分の行動を変化させるという

相互依存関係下におかれる。しかし、優先権に関し

て異なる認識を有するドライバーが混在しており、

かつ相手がどのような認識を持っているかを知るす

べがないため、不都合が生じる可能性がある。そこ

で本研究では、ロータリーの合流部におけるドライ

バーの運転行動を不完備情報下の非協力ゲームとし

てモデル化し、ゲーム理論的観点から双方の車が互

いに進行または避譲をしてしまうケースの発生を分

析することにより、ロータリーの安全性や処理能力

に関する分析を行う。

　３－２　モデルの特定化

　ゲーム理論において、個々のゲームは「プレイヤ

ー」「手番」「戦略」「利得」「タイプ」「情報」

といった基本要素により特定化される。

１）プレイヤー

　ゲームを行う当事者である。本モデルでは遭遇状

態にある「進入車ドライバー」と「周回車ドライバ

ー」をプレイヤーと考える。両者は互いの行動に関

して事前に打ち合わせを行なったり取り決めを行う

ことができない。

２）手番

　プレイヤーがとる行動の順序であり、ここでは同

時手番を考える。つまり、ドライバーは相手のドラ

イバーの意思決定を知らずに自分の意思決定を行う

ものとする。

３）戦略

　プレイヤーが置かれている状況と行動との関連づ

けである。ドライバーの行動は「進行する（�）」か

「避譲する（�）」である。各ドライバーは相手のドラ

イバーのタイプと行動を予測し、自らの行動を選択

するものと考える。

４）利得

　選択した戦略の組み合わせとして生じた結果によ

り規定される。優先権の有無に関するドライバーの

認識の違いは“ルール違反を犯し相手の優先権を侵

害することに対する不効用”と“（相手が優先権に

関する認識を有していないため）自分の優先権を発

揮できないことによる不効用”等により考慮する。

ドライバーの利得は以下の変数から規定されると考

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．１ 平成１２年１２月（　）２６

喜多秀行、谷本圭志２６



える。

　　－�　衝突事故発生による不効用

　　－�　ルール違反をすることに対する不効用

　　－��　�避譲に対する不効用（進入車）

　　－��　�避譲に対する不効用（周回車）

　　－�　優先車が避譲することに対する不効用

５）タイプ

　異なる利得をもつプレイヤーを区別する概念であ

る。交通ルールに関する問題には交通ルール（ここ

では優先権）の違いそのものに起因する問題と、交

通ルールを正しく認識しているドライバーの比率に

起因する問題がある。そこで、ロータリーを走行す

るドライバーは必ずしも全員が優先権を明確に認識

しておらず、交通ルールに基づく正しい優先権（進

入車優先）を認識しているドライバー（タイプ�）

と周回車優先と認識しているドライバー（タイプ�）

の二種類が混在すると考える。

６）情報

　利得と選択した行動に対するプレイヤーの知識で

ある。ドライバーは自分が二種類のうち、どちらの

タイプのドライバーであるかは認識しており、自分

とは異なるタイプのドライバーが存在していること

も認識しているものとする。しかし遭遇した相手の

ドライバーがどちらのタイプのドライバーであるか

を特定することはできず、その可能性に関する予想

（主観確率）のみを有している。この予想は自分がど

ちらのタイプであるかにより異なるものとする。す

なわち、タイプ�であるドライバーが相手がタイプ

�であると予想する確率を�、タイプ�であるドライ

バーが相手がタイプ�であると予想する確率を�と

する。ただし（０＜＿��＜＿�１，０＜＿��＜＿�１）である。

　二人のドライバーが遭遇する場合のタイプの組み

合わせとして（�，�）、（�，�）、（�，�）、（�，�）の四種類

が存在する。遭遇時における双方のドライバーがそ

れぞれどちらのタイプに属するかはランダムである

と考え、自然（�）がタイプに関する四種類の組み

合わせを確率���（ただし、�：進入車ドライバーのタ

イプ、�：周回車ドライバーのタイプ）で決定するも

のとすると、本ゲームの展開型表現はFig.2のよう

になる。

　３－３　均衡解とドライバーの行動

　Fig.2のゲームの展開形表現より、まず進入車ド

ライバーと周回車ドライバーの条件付き期待利得を

導出する。進入車ドライバーがタイプ�である時の

条件付き期待利得を例にとろう。進入車ドライバー

の戦略が�であり、周回車ドライバーがタイプ�の

時戦略�を、タイプ�の時戦略�をとるとしよう。

　周回車ドライバーがタイプ�であると予想する確

率は�、タイプ�であると予想する確率は�－�であ

るから、タイプ�であると予想した時の利得の期待

値－�・�とタイプ�であると予想した時の利得の期

待値�・（�－�）の和がこの場合の進入車ドライバー

の条件付き期待利得である。他の場合についても同

様にして求めることができる。

　この条件付き期待利得から、双方のドライバーの

戦略の組み合わせに対する各ドライバーの期待利得

を求める。例として戦略の組合せ（��，��）に対す

る進入車ドライバーの期待利得に着目しよう。ここ
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に、（��，��）は“進入車ドライバーがタイプ�であ

る時戦略�を、タイプ�である時戦略�を選択し、周

回車ドライバーがタイプ�である時戦略�を、タイ

プ�である時戦略�を選択する”ことを示す表記であ

る。進入車ドライバーがタイプ�である確率を�と

すると、周回車ドライバーがタイプ�であれタイプ

�であれ戦略�をとる時に進入車ドライバーが戦略

�をとることの期待利得は（－�）�である。また、

進入車ドライバーがタイプ�である確率は（�－�）

であり、上記と同じ戦略をとる周回車ドライバーに

対して進入車ドライバーが戦略�をとることの期待

利得は（－�＋��）（�－�）である。両者の和（－�）

�＋（－�＋��）（�－�）が戦略の組合せ（��，��）

の時のドライバー１の期待利得となる。その他の

場合も同様である。

　得られた期待利得より、ナッシュ均衡解を求める。

ナッシュ均衡とは、互いに相手の最適戦略に対して、

自分にとって最適な戦略を選ぶということである。

すなわち各プレイヤーが相手の戦略を一定と見た時

自己の期待利得を最大化する戦略が最適戦略であり、

互いに最適戦略となる戦略の組合せがナッシュ均衡

解である（具体的な算定法については例えば岡田４）

を参照されたい）。ここでは進入車優先ルールの場

合を考え、簡単化のため利得の大小関係に関する以

下の条件を導入する。交通特性や優先権の違い等に

応じて条件を変更することはもちろん可能である。

　�＞＿����＞＿���＋��＞＿����＞＿���＞＿���

　求めた均衡解、すなわち双方のドライバーがとる

行動の組み合わせをFig.3に示す。相手ドライバー

のタイプに対する主観確率�，�により均衡解が異

なるものとなっていることに注意されたい。

　４．ルール認識の推移と危険回避行動の変化

　４－１　ドライバーの学習

　主観確率�，�を有するドライバーが他車と遭遇

する際の行動は上記のモデルで与えられるが、ドラ

イバーの主観確率�，�は走行経験により変化して

いくであろう。すなわち、主観確率�，�を上回る

比率でタイプ�のドライバーと遭遇するならば、こ

のドライバーは“タイプ�のドライバーの構成比率

は実際には自分が思っているより多そうだ”と考え

て�，�をより大きな値へと更新するであろう。そ

こで本モデルでは、社会に�人のドライバーが存在

する時、遭遇後の主観確率��，��は事前の確率�，�

よりTable 4に示すように更新されるとする。その

際、他車と遭遇したドライバーはタイプ別構成比率

に関する主観確率に基づいて均衡解を予測し、予測

した均衡解と相手のとった行動から相手ドライバー

のタイプを特定する、としている。

　また、いずれのタイプのドライバーでも、自分と

同じタイプのドライバーの構成比率に関する主観確

率がある程度以下となると、“自分の認識している

ルールは大多数のドライバーとは違っているのでは

ないか”との疑念を抱き、ルール認識（タイプ）を

改めるであろう。この変化をモデルに反映させるた

め、ここではドライバーが直面しているある状況Ｅ

に対し、��，��の下でドライバーが現在のタイプ�

∈｛�，�｝および他のタイプ��∈｛�，�｝で同一の行
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Table 4　主観確率の更新

相手をタイプ�と予想する相手をタイプ�と予想する

　　��
��＝�－－　�
　　��
　　��

��＝�＋－　�
　　��

　　 �
��＝�＋－　�
　　��

�：更新なし

タイプ�

�：更新なし

　　��
��＝�－－　�
　　��

　　��
��＝�－－　�
　　��
　　��

��＝�＋－　�
　　��

タイプ�

周回車進入車立場
タイプ

（��，��）＝
停止
（�）

進行
（�）

進入優先
（�）

進行
（�）

停止
（�）

周回優先
（�）



動Ａを選択する場合の期待利得�（�，�；�）と�（�，

�；��）を比較し、

　�（�，�；�）＜�（�，�；��）

となった時点でタイプを変更するものとする。

　以上のプロセスを整理したものがFig.4である。

　４－２　マイクロシミュレーションモデル

　前節で述べた相互依存的な動的プロセスが時間の

経過とともにどのように変化していくかを追跡する

ため、セル・オートマタ型のシミュレーションモデ

ルを構築した。ロータリーはFig.5に示すように３

箇所の分合流部を有するものを想定した。シミュレ

ーションモデルではこれを変形して図中のような三

つのＴ字型交差点を連続させたものとし、想定した

ロータリーと同様の車の動きを表現する。水平部分

が周回路、鉛直部分が進入路と流出路に相当し、車

はこの周回路を右から左に走行し左端に達すると直

ちに右端から出てくるとものとする。周回路は３３の

セルに、進入・流出路は１５×２のセルに、それぞれ

区切ってあり、個々のセルの状態（車両の有無）は

周辺のセルの状態変数から構成する関数により規定

される。

　各車には、ドライバーのタイプ、主観確率�，�

の情報がそれぞれ与えられており、遭遇の際には進

入車と周回車のドライバーのタイプや主観確率の組

合せにより、Fig.3に示した行動（の組み合わせ）が

生起し、その結果に応じて交差部で事故や見合いが

Ｄｅｃ.，２０００ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．１ （　）２９

ドライバーの交通ルール認識と危険回避行動の推移に関するモデル分析 ２９

他のドライバーと遭遇�

相手のとった行動からタイプを推測�

推測した結果を基に主観確率を更新�

新たな主観確率の下で認識（タイプ）を変えるべきかを�
検討�

認識と主観確率の下で期待利得を最大にする行動を選択�
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起こる。また前節で述べた学習メカニズムにしたが

ってドライバーの有する主観確率とタイプが更新さ

れる。

　５．走行挙動の推移と交通政策の効果分析

　進入車優先ルールを採用している社会を想定し、

初期条件（��＝��，��＝��，�と�はドライバーごと

に異なる）の下で、交通政策の効果分析を行った。

“交通キャンペーン”（初期主観確率を高めに設定）

および“ドライバーの教育”（ある確率でドライバ

ーを抽出し強制的にタイプ�にする）を実施した場

合の認識、ならびに事故と見合い件数の推移を比較

した。なお、Fig.6における「キャンペーン＋２０」

「キャンペーン＋３０」は初期主観確率（�，�）をそ

れぞれ２０、３０％高めに設定したケースを、Fig.7に

おける「教育０．５」「教育０．９」はそれぞれ確率０．５、０．９

でドライバーを抽出し強制的にタイプ�にするケー

スを意味している。Fig.6,7の上図から何も交通政

策を行わない時や交通キャンペーンのみでは進入車

優先と認識するドライバーの比率はあまり変化しな

いが、ドライバーの教育を行うと確実に増加してい

くという効果が認められた。またFig.7の下図に示

すようにドライバーの教育の機会が高い場合には初

期に比較的多くの事故が発生しており、教育の機会

をあまり高くすると事故が多発する可能性がある。

一方、教育の機会が低い場合、Fig.7の上図の教育

機会＝０．５のケースにおいて５００～６００期間の間にタ

イプＲの割合が減少し事故が増加する傾向も見られ、

教育を行うなら徹底的に実施することが必要である

という知見が得られた。

　ドライバーの交通ルールに関する認識は教育の実

施とともに共通化されていくものの、その過程にお

いて必ずしも事故が低減されるわけではないこと、

さらには教育の徹底度の違いにより長期的な事故へ

の影響効果は異なり、場合によっては危険な状況を

もたらす可能性もあることが指摘される。事故やお

見合い件数の推移比較では、Fig.6の下図に示すよ

うに交通キャンペーン（初期主観確率を高める政策）

が推移に大きな影響を及ぼしていることから、主観

確率（�，�）の初期値が推移の変化に関して支配的

であることが分かった。

　ＲＲＬ５）は横断歩行者優先キャンペーンがドライ

バーの危険回避行動に及ぼす影響の経時変化を調査

し、横断歩行者に対する危険回避行動をとるドライ

バーの比率がキャンペーン直後に増加し次第に減少

していく様子を報告しているが、この種のキャンペ

ーンによりどのような経時的変化のパターンが生じ

るかを本モデルを用いて検討することも可能ではな

いかと考えている。

　６．まとめと提言

　本研究では、ロータリー内で進入車と周回車が遭

遇した際の危険回避行動モデルを構築し、交通ルー

ルがドライバーの運転行動に及ぼす影響を分析した。

その際、交通ルールに関して異なる認識を有する二

種類のドライバーが混在していると考え、各ドライ

バーが相手のドライバーの種類と行動を予想した上

で最適な行動を選択するという設定の下でゲーム理

論によるモデル化を行った。また、他車との遭遇経

験を介してタイプ別構成比率に関する主観確率とル

ール認識を更新するプロセスを組み込んだシミュレ

ーションモデルを用いて、ルール認識と危険回避行

動の変化の様相を検討した。

　検討過程を通じて、経験のみで交通ルールの認識

が推移する状況下では、放っておくと必ずしも望ま

しい状態には到達しないとの結果が得られ、規制の

制定やドライバー教育、交通安全キャンペーンなど

の政策の必要性が示唆された。政策を徹底させる程

度の違いにより事故率への影響が異なることも明ら

かとなり、政策評価の必要性もあわせて指摘された。

そこで、政策の実施による事故率への影響・効果を

シミュレーションにより推定する方法を提案した。

これにより、ドライバー教育、罰則、キャンペーン

等が安全性の向上に及ぼす効果の計測可能性を示す

ことができ、政策評価の新たな可能性を拓いたもの

と考えている。

　もちろん、本研究では多くの単純化がなされ、分

析にも限りがあるため、結果の解釈についても限定

的なものにならざるを得ない。前提条件のさらなる

吟味やドライバーの利得、遭遇時の車両の位置関係

と危険回避行動との関係などに関する実証分析を引

き続き行う必要があることは言うまでもない。今後

は、交通ルールの認識水準に関する動学的な変化を

も考慮しうるようモデルの拡張を図り、交通ルール

の設計方法論の開発へとつなげていくことも重要で

ある。

　最後に、得られた知見を今後の交通安全対策に関

する若干の提言としてとりまとめたい。

　�走行安全性は交通ルールに対するドライバーの

認識の程度や共通性にかなりの程度依存している。
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したがって、走行安全性の比較評価を行う際には道

路条件や交通特性のみならず交通ルールの認識につ

いても把握しておくことが望ましい。

　�他の地域である交通システムが高い機能を発揮

しているからといって、それをそのまま導入しても

同様の機能を発揮するとは限らず、かえって走行の

安全性や円滑性を損なう可能性がある。新たな交通

システムを導入するに際しては、ハードウェアのみ

を分離することなく交通ルールや慣習といったソフ

トウェアと共に導入するか、さもなくばソフトウェ

アの一部または全部を分離することによる影響を評

価した上で導入することが望ましい。

　�交通ルールの認知はドライバー教育によって改

善することが可能である。また、ドライバーが他車

と遭遇し衝突の危険性が生じた際に共通の認識の下

に結果的に安全が確保される行動が相互にとれるよ

う教育することの効果は、限定的ではあるものの本

研究で示した方法を援用して定量的に評価すること

が可能であると考える。また、ドライバー教育によ

る事故防止効果を可能な限り定量的に評価し、より

実効ある内容へと修正していくことが望ましい。
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